	                                                                            平成　　年　　月　　日
「指定管理医療機器」認証に関する技術セミナー依頼書 

　　一般財団法人　電気安全環境研究所　御中


	
	
	
	〒
住　　　所
貴　社　名
（ふりがな）
ご担当者名及び部署

	
	送付先： 
Fax:０３－３４６６－６６２２E-mail : mdc@jet.or.jp     
	
	

	
	
	
	

	                              　　　TEL　　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　　
                                 　 E-mail:　　　　　　　　　　　　　　　
下記について、技術セミナーを依頼します。
記
　１．セミナー及び相談 

□Ａ：薬事法関連セミナー(２時間)　　□Ｃ：適合性調査(工場審査)セミナー(２時間)
　　　　□Ｂ：申請書作成セミナー(２時間)　　□Ｄ：相談（　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　＊製品試験に関する問い合わせ及び試験依頼は、ＪＥＴのホームページ
(http://www.jet.or.jp)を参照願います。
　　　　　　　　　　　　　　　
　２．セミナーの場合　　希望日　　：　　　年　　　月　　日
　３．相談の場合　　　　□Ａ：書面　　　□Ｂ：面談
４．面談の場合　　　　第１希望日＆時間　：　　　年　　月　　日　　時より
　　　　　　　　　　　第２希望日＆時間　：　　　年　　月　　日　　時より
　５．対象となる　・類別

品目　　　　
・一般的名称

・販売名

・使用目的

・効能又は効果


	

	＊ＪＥＴ記載欄
	依　　頼
  受付番号


	
	

	
	　１．実　施　日 　　　　年　　　月　　日　　　時より
　　２．担　当　者
　　３．手　数　料                    円


	
	
	基本手数料
	調査手数料
	相談手数料
	セミナー手数料
	消費税
	その他
	合    計
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


「指定管理医療機器」認証に関する技術セミナー手数料について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人電気安全環境研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

技術セミナー手数料については、下記の通りとなっております。

手数料表
	項　目
	　　基　準　単　価
	特に急ぎの場合

	Ⅰ．セミナー（２時間）の場合

	　１．基本手数料
	　　６，０００円
	　　―――

	　２．セミナー手数料
	　３３，０００円
	　　―――

	　３．交通費
	　　実　費
	　　―――

	　４．現地往復の移動費
	　１２，５００円/時

但し、片道は４時間を上限とします
	　　―――

	Ⅱ．相談の場合

	　１．基本手数料
	　　６，０００円/件
	６，０００円/件

	　２．調査手数料
	３０分又はその端数毎に

　　６，０００円
	特急扱いとし

左記の３倍

	　３．相談手数料
	最初の２０分までを

　　８，０００円

２０分を超過した場合、

超過時間２０分又は端数毎に

　　５，０００円
	特急扱いとし

左記の３倍


　条件

　・基本手数料、セミナー手数料、調査手数料及び相談手数料には、消費税が加わります。

　・セミナーを当所で実施する場合は、交通費及び移動費は不要となります。
　・相談事項が複数に亘る場合には、その合計調査時間により調査手数料を算出します。

　・セミナー又は相談実施後、審査申請を頂いた場合には、審査費用のお見積もりに反映

させていただきます。
　・なお、ご不明な点は医療機器認証室（Tel：０３－３４６６－６６６０）へ

お問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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